
第５９号議案 

   足立区立公園条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１７年６月７日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区立公園条例の一部を改正する条例 

 足立区立公園条例（昭和３３年足立区条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条中「、第４号から第６号まで」を「から第７号まで及び第１０

号」に改める。 

 第４条の２を次のように改める。 

 （指定管理者による管理） 

第４条の２ 公園の管理に関する業務は、地方自治法(昭和２２年法律第

６７号)第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であつ

て区長が指定する者（以下「指定管理者」という。）に行わせること

ができる。 

２ 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情がある

と認めた場合を除き、規則で定めるところにより公募するものとす

る。 

３ 第１項の規定により指定管理者が管理を行う施設にあつては、第４

条（公園の使用を制限する部分に限る。）、第１３条及び第１４条中

「区長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。 

 第４条の２の次に次の４条を加える。 

 （指定管理者の指定） 

第４条の３ 前条第１項の規定により指定を受けようとする者は、規則

で定めるところにより、区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請をした者のうちから、規則で定める



基準により施設の目的を最も効果的に実現することができる者を指定

管理者の候補者に選定し、議会の議決を経て、指定管理者として指定

するものとする。 

３ 区長は、指定管理者を指定したとき又は指定を取り消したときは、

その旨を告示するものとする。 

 （指定管理者の業務の範囲） 

第４条の４ 指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。 

 （１） 公園施設の維持管理に関する業務 

 （２） 公園施設の使用手続に関する業務 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、区長が公園施設の管理運営に必

要と認める業務 

 （管理の基準） 

第４条の５ 指定管理者は、前条に定める業務を適正かつ効率的に行わ

なければならない。 

２ 指定管理者及び公園施設の管理業務に従事している者（以下「従事

者」という。）は、公園を利用する者の個人情報が適切に保護される

ために必要な措置を講ずるとともに、公園施設の管理に関し知り得た

秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指

定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を

退いた後においても、同様とする。 

 （指定管理者の指定の取消し） 

第４条の６ 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、指定を取り消すことができる。 

 （１） 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないと

き。 

 （２） 前条に定める管理の基準を遵守しないとき。 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、管理を継続することが適当でな

いと認めるとき。 



 第２章の次に次の１章を加える。 

   第２章の２ 区以外の者の公園施設の設置等 

 （許可申請書の記載事項） 

第４条の７ 法第５条第１項の規定による条例で定める許可申請書の記

載事項は、次のとおりとする。 

 （１） 公園施設の設置の許可申請書 

    ア 申請者の住所、氏名及び職業（法人にあつては、主たる事

務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以

下同じ。） 

    イ 公園施設の種類及び数量 

    ウ 公園施設の設置目的 

    エ 公園施設の設置期間 

    オ 公園施設の設置場所 

    カ 公園施設の管理組織 

    キ 公園施設の管理規則及び経理計画 

    ク 公園施設の構造及び規模 

    ケ 公園施設の設置工事の期間 

    コ 公園施設の設置工事費の調達計画 

    サ その他区長が指示する事項 

 （２） 公園施設の管理の許可申請書 

    ア 申請者の住所、氏名及び職業 

    イ 公園施設の所在、種類及び数量 

    ウ 公園施設の管理目的 

    エ 公園施設の管理期間 

    オ 公園施設の管理組織 

    カ 公園施設の管理規則及び経理計画 

    キ その他区長が指示する事項 

 （３） 許可を受けた事項を変更する許可申請書 



    ア 申請者の住所、氏名及び職業 

    イ 変更する事項 

    ウ 変更する理由 

    エ その他区長が指示する事項 

 （土地又は公園施設の使用料） 

第４条の８ 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者からは、その使

用する土地又は公園施設について、足立区行政財産使用料条例（昭和

４２年足立区条例第３号）第２条の規定により算出する額を使用料と

して徴収することができる。 

２ 前項の使用料の徴収方法については、足立区行政財産使用料条例第

６条の規定を準用する。 

 （土地又は公園施設の使用料の減免） 

第４条の９ 区長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたとき

は、使用料を減額し、又は免除することができる。 

 （公園施設の設置又は管理の休止又は廃止） 

第４条の１０ 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、公園施設

の設置又は管理を休止又は廃止しようとするときは、休止又は廃止し

ようとする日の３０日前までに、理由を付して区長に届け出、その承

認を受けなければならない。 

 第１３条中「足立区規則」を「規則」に改める。 

 第１４条中「附す」を「付す」に改める。 

 第１５条の見出し中「使用料」を「使用料等」に改め、同条第１項中

「使用料」の次に「（指定管理者が管理を行う施設のうち利用料金を収

受する施設にあつては、利用料金をいう。次項において同じ。）」を加

え、同条に次の２項を加える。 

３ 利用料金の額は、前２項に定める使用料の額の範囲内において、区

長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。 

４ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 



 第１８条に次のただし書を加える。 

  ただし、指定管理者は、区長の承認を得て、これを変更することが

できる。 

 第２０条第２号中「取消」を「取消し」に改め、同条に次の１項を加

える。 

２ 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、使用者の責

に帰さない理由により使用不能になつたとき又は使用者が使用日の１

０日前までに使用の取消しを申し出たときには、既納の利用料金の一

部又は全部を還付することができる。 

 第２１条中「減免」を「減額し、又は免除」に改め、同条に次の１項

を加える。 

２ 指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、利用料金を減額

し、又は免除することができる。 

 第２２条の次に次の５条を加える。 

 （工作物等を保管した場合の公示事項） 

第２２条の２ 法第２７条第５項の条例で定める事項は、次に掲げるも

のとする。 

 （１） 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量 

 （２） 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を

除去した日時 

 （３） 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するた

め必要と認められる事項 

 （工作物等を保管した場合の公示の方法） 

第２２条の３ 法第２７条第５項の規定による公示は、前条各号に掲げ

る事項を、保管を始めた日から起算して１４日間、足立区公告式条例

（昭和２５年足立区条例第４号）第２条に定める方法により行うもの

とする。 



２ 区長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定

める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これ

をいつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。 

 （工作物等の価額の評価の方法） 

第２２条の４ 法第２７条第６項の規定による保管した工作物等の価額

の評価は、取引の実例価額、当該工作物等の使用年数、損耗の程度そ

の他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとす

る。この場合において、区長は、必要があると認めるときは、工作物

等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができ

る。 

 （保管した工作物等を売却する場合の手続） 

第２２条の５ 法第２７条第６項の規定による保管した工作物等の売却

は、規則で定める契約の手続により行うものとする。 

 （工作物等を返還する場合の手続） 

第２２条の６ 区長は、保管した工作物等（法第２７条第６項の規定に

より売却した代金を含む。）を当該工作物等の所有者、占有者その他

当該工作物等について権原を有する者（以下「所有者等」という。）

に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足

りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還

を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、受領書と引

換えに返還するものとする。 

 第２３条第１項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第３項

中「損害」を「損害額」に改め、同条に次の２項を加える。 

５ 指定管理者は、指定の期間が満了したとき又は指定を取り消され、

若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、

公園施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、区長の

承認を得たときは、この限りでない。 

６ 指定管理者は、公園施設に損害を与えたときは、区長が相当と認め



る損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理

由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができ

る。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１７年７月１日から施行する。ただし、第４条の

２の改正規定（同条第３項に係る部分に限る。）、第４条の２の次に

４条を加える改正規定（第４条の３に係る部分を除く。）、第１５条

の改正規定、第１８条にただし書を加える改正規定、第２０条の改正

規定（同条に１項を加える改正規定に限る。）、第２１条の改正規定

（同条に１項を加える改正規定に限る。）及び第２３条の改正規定（

同条に２項を加える改正規定に限る。）は、平成１８年４月１日から

施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の足立区立公園条例

第４条の２の規定により管理を委託している公園については、同条の

規定は、平成１８年９月１日（同日前にこの条例による改正後の足立

区立公園条例第４条の３第２項の規定により当該公園の指定管理者の

指定をした場合は、当該指定の日）までの間は、なおその効力を有す

る。 

 

 （提案理由） 

 公園施設の管理を指定管理者に行わせるとともに、都市公園法に基づ

く公園施設の管理を行うため必要な事項を定める必要があるので、この

条例案を提出いたします。 


